
阿賀野市告示第２０５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、当市の字の区

域を次のとおり変更する。 

 なお、上の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条において準用す

る同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ず

るものとする。 

  令和５年１２月２８日 

                         阿賀野市長 田 中 清 善 

 

 

変     更     前 変 更 後 

大 字 字 地          番 大 字 字 

上江端 寄ノ越 １３の２、１４、１５の１、１５の２、１６の１、 

１８から２３まで、２４の１、２４の２、２５の１、 

２５の２、２６から４１まで、４２の１、４２の２、 

４３の１、４３の２、４４から５０まで、 

５１から５３までの各一部、５４から５６まで、 

５７の一部、５８の１の一部、５８の２の一部、 

５９から６９までの各一部、７０から９３まで、９４の１、 

９４の２、９５から１０４まで、１０５の１、１０６の１、 

１０７の１、１０８の１、１０９の１、１１０の１、 

１１０の４、１１３の１、１１３の２、１１９の１、 

１２０、１２１の１、１２１の２ 

上江端  

興野前 １２４の１、１２５、１２６、１２７の１、１２８の１、 

１２９の１、１３０の１、１３１の１、１３２の１、 

１３３の１、１３４の１、１３５の１、１３８の１、 

１３９の１、１４０の１、１４０の３、１４１の１、 

１４１の２、１４２から１４６まで、１４７の１、 

１４７の２、１４８から１６１まで、 

１６３から１６９まで、１７０の１、１７０の２、 

１７１の１、１７１の２、１７２の１、１７２の２、 

１７３の１、１７３の２、１７４、１７５の１、 

１７５の２、１７６から１８４まで、 

１８５の１から１８５の３まで、１８６、１８７、 

１８８から１９７までの各一部、１９８の１の一部、 

１９８の２の一部、１９９の一部、２００の一部、 

２０１の１の一部、２０１の２の一部 

東町 猪屋敷 １の一部 

6.1.9 



東町 猪屋敷 １の一部、２から７まで、９の２、９の４、１０の１、 

１０の５、１０の７、１０の８、１０の１０、１０の１１、 

１１から１５まで、１６の１、１６の２、 

１７から４８まで、４８の１、４９、４９の１、 

５０から７２まで、７５、７６、 

７７の１から７７の４まで、７８から８０まで 

東町  

隠居免 １６６の１、１６６の２、１６７から１７５まで、 

１７６の１、１７６の２、１７７から１８８まで、 

１８９の１、１８９の２、１９０の１、１９０の２ 

上江端 寄ノ越 ５１から５３までの各一部、５７の一部、５８の１の一部、 

５８の２の一部、５９から６９までの各一部 

興野前 １８８から１９７までの各一部、 

１９８の１の一部、１９８の２の一部、１９９の一部、 

２００の一部、２０１の１の一部、２０１の２の一部 

及び当該変更に伴う公有地を含む。 


